
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前面に開口が形成されたマイクベースと、音波を電気信号に変換するマイクカプセルと、

によって形成され前記マイクカプセルを前記マイクベースに取り付けるためのマイク
ケースとから成るマイクユニットであって、
前記マイクケースは、前記マイクベースの前面及び周面を覆うように形成され、且つ 前
記マイクカプセルが埋設されるとともに該マイクカプセルの受音面が臨む孔が穿設された
凹部が形成され、

前記マイクカプセルは前記マイクケースの凹部に弾性をもって嵌装されることを特徴とす
るマイクユニット。
【請求項２】
前記マイクユニットは、ビデオカメラのキャビネットに一体形成されたマイクユニット収
納部に前記マイクケースの弾性力に抗して圧入されることを特徴とする請求項１のマイク
ユニット。
【請求項３】
前記マイクベースは背面に、前記マイクカプセルからのワイヤーハーネスの引出し口を有
し、前記マイクケースは前記引出し口を覆う蓋部が一体形成され、かつ該蓋部には前記ワ
イヤーハーネスを挿通するワイヤーハーネス引出し用の切り込みが形成されていることを
特徴とする請求項１のマイクユニット。
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ゴム

、

且つ、前記マイクカプセルを浮遊状態にするために前記凹部の周囲が波
状の断面で形成され、



【請求項４】
前記マイクベースは、前記マイクカプセルからの電気信号をワイヤーハーネスに中継する
ための中継基板の収納部を有することを特徴とする請求項１のマイクユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はマイクユニットに係り、特にビデオカメラ等の録音機器のマイクユニットに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来のマイクユニットでは、マイクユニットに伝わる本体の各種雑音の伝達を防ぐために
、防振ゴムや遮音壁等を設け、またワイヤーハーネス引出し部の開口部を塞ぐために、接
着剤等を使用していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このため、部品点数の増加や組み立て作業工数の増加により、マイクユニットの組み立て
作業のコストが増大していた。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、マイクユニットを装着した本体から発
生した雑音を遮音するとともに、マイクユニットの組み立て作業において、組み立て部品
数、組み立て作業工数を削減し、低コストのマイクユニットを提供することを目的とする
。
【０００４】
【課題を解決するための手段】

記目的を達成するために、 前面に開口が形成さ
れたマイクベースと、音波を電気信号に変換するマイクカプセルと、 によって形成さ
れ前記マイクカプセルを前記マイクベースに取り付けるためのマイクケースとから成るマ
イクユニットであって、前記マイクケースは、前記マイクベースの前面及び周面を覆うよ
うに形成され、且つ 前記マイクカプセルが埋設されるとともに該マイクカプセルの受音
面が臨む孔が穿設された凹部が形成され、

、前記マイクカプセルは前記マイクケースの
凹部に弾性をもって嵌装されることを特徴としている。

【０００５】
【作用】
本発明によれば、前面に開口が形成されたマイクベースの前面及び周面を、マイクカプセ
ルが埋設されるとともにこのマイクカプセルの受音面が臨む孔が穿設された凹部が形成さ
れたマイクケースで覆うようにしている。これによって、マイクカプセルをビデオカメラ
等のキャビネットに装着した場合に、キャビネットとマイクベースとの間に押圧された弾
性部材のマイクケースによってキャビネットから伝達される雑音を遮音することができる
ようになる。
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　前 請求項１に記載のマイクユニットは、
ゴム

、
且つ、前記マイクカプセルを浮遊状態にするた

めに前記凹部の周囲が波状の断面で形成され

　請求項２に記載のマイクユニットは、請求項１に記載の発明において、前記マイクユニ
ットは、ビデオカメラのキャビネットに一体形成されたマイクユニット収納部に前記マイ
クケースの弾性力に抗して圧入されることを特徴としている。
　請求項３に記載のマイクユニットは、請求項１に記載の発明において、前記マイクベー
スは背面に、前記マイクカプセルからのワイヤーハーネスの引出し口を有し、前記マイク
ケースは前記引出し口を覆う蓋部が一体形成され、かつ該蓋部には前記ワイヤーハーネス
を挿通するワイヤーハーネス引出し用の切り込みが形成されていることを特徴としている
。
　請求項４に記載のマイクユニットは、請求項１に記載の発明において、前記マイクベー
スは、前記マイクカプセルからの電気信号をワイヤーハーネスに中継するための中継基板
の収納部を有することを特徴としている。



【０００６】
【実施例】
以下添付図面に従って本発明に係るマイクユニットの好ましい実施例を詳説する。
図１は本発明に係るマイクユニットが適用されるビデオカメラの一実施例を示した斜視図
である。
【０００７】
同図ビデオカメラには、撮影レンズ１０、実像ファインダー対物レンズ１２、撮影スイッ
チ１４、カセット装填部１６、収音部１８が示されている。このビデオカメラにおいて、
本発明に係るマイクユニットは同図収音部１８に装着されている。
図２は上記収音部１８を後面側から見たときの斜視図である。また、図３はマイクユニッ
トをビデオカメラキャビネットから取り外したときのマイクユニットとビデオカメラキャ
ビネットの構造を示した斜視図である。
【０００８】
図２、図３に示すようにマイクユニット５０は、マイクユニット５０のピン穴８７がビデ
オカメラキャビネットに突設されたピン２４に誘導されて、ビデオカメラキャビネットに
一体形成されたマイクユニット収納部２２に嵌装されるようになっている。
マイクユニット５０は、図４の分解図に示すように、収音装置６０と、マイクベース８０
と、マイクケース１００の３部によって組み立てられている。
【０００９】
まず、図５に上記収音装置６０の構成を示す。同図に示すように収音装置６０は、マイク
カプセル６０Ａ、中継基板６０Ｂ、ワイヤーハーネス６０Ｃ、接続端子６０Ｄ、アースバ
ネ６２から構成されている。マイクカプセル６０Ａに伝搬した音波は、マイクカプセル６
０Ａで電気信号に変換され、この電気信号は中継基板６０Ｂ、ワイヤーハーネス６０Ｃを
介して接続端子６０Ｄから出力される。
【００１０】
アースバネ６２は、爪６２Ａが中継基板６０Ｂにはんだ付けされて、中継基板６０Ｂに固
着される。
次に、図６と図７に上記マイクベース８０の構成を示す。図６と図７はそれぞれマイクベ
ース８０の前面側と後面側を示す。マイクベース８０は例えばプラスチックによって一体
形成されており、フランジ部８２、中継基板収納部８４、ピン穴８７とから構成されてい
る。
【００１１】
フランジ部８２は、後述するマイクケース１００の前部と嵌合する。そして、マイクケー
ス１００の前部を介してビデオカメラキャビネットのマイクユニット収納部２２に嵌装さ
れる。
中継基板収納部８４は、上記中継基板６０Ｂを収納するために設けられた空間で、その内
部に中継基板６０Ｂを支持する溝８６と、この溝８６にはめ込んだ中継基板６０Ｂを固定
するストッパ８８Ａをその先端に設けた２本の固定台８８とが設けられている。
【００１２】
中継基板収納部８４の後面側には、中継基板６０Ｂからのワイヤーハーネス６０Ｃを挿通
させるために開口部８４Ａが設けられている。この開口部８４Ａは後述するマイクケース
１００の後部によって遮蔽される。このマイクケース１００の後部にはワイヤーハーネス
６０Ｃを挿通させる切り込みが設けられており、ここからワイヤーハーネス６０Ｃが引き
出される。
【００１３】
ピン穴８７は、ビデオカメラキャビネットに突設されたピン２４と嵌合するようになって
おり、マイクユニット５０をマイクユニット収納部２２に装着する際に、マイクユニット
５０をマイクユニット収納部２２の位置に誘導する。
次に、図８と図９に上記マイクケース１００の構成を示す。図８と図９はそれぞれマイク
ケース１００の前面側と後面側を示す。マイクケース１００は例えばブチルゴム等の遮音
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性能を有する弾性体で一体形成されており、前部１０２、後部１０４、連結部１０６とか
ら成る。
【００１４】
前部１０２は、上述したようにマイクベース８０のフランジ部８２に嵌合される。そして
、前部１０２の前面には、マイクカプセル６０Ａが埋設されるとともに、マイクカプセル
６０Ａの受音面が臨む孔１０２Ａが穿設された凹部１０２Ｃが２つ設けられており、前部
１０２の内側からこの凹部１０２Ｃにマイクカプセル６０Ａが嵌装されるようになってい
る。
【００１５】
また、凹部１０２Ｃの回りは、波状の断面で薄く形成されており、凹部１０２Ｃに嵌装さ
れたマイクカプセル６０Ａが浮動状態に支持されるようになっている。これによって、マ
イクカプセル６０Ａは、ビデオカメラで発生してマイクユニット５０に伝達する雑音の影
響を受けない。
更に、前部１０２の前面には、アース穴１０２Ｂが設けられており、後述するようにこの
アース穴１０２Ｂからマイクユニット５０内部にアース板が挿入されて、図５のアースバ
ネ６２に接触するようになっている。
【００１６】
後部１０４は、上述したようにマイクベース８０の中継基板収納部８４の開口部８４Ａに
嵌合される。そして、後部１０４にはマイクケース１００の連結部１０６から後部１０４
にかけての切り込み１０８Ａとこれと垂直方向の切り込み１０８Ｂが穿設されている。切
り込み１０８Ａはワイヤーハーネス６０Ｃの先端に取り付けられた接続端子６０Ｄが通過
できる程度の長さに切り込まれており、接続端子６０Ｄはこの切り込み１０８Ａを使用し
て挿通される。切り込み１０８Ｂはワイヤーハーネス６０Ｃが挿通されると材質の弾性力
によってワイヤーハーネス６０Ｃの周囲がほぼ隙間無く遮蔽される程度の大きさに穿設さ
れており、接続端子６０Ｄが挿通された後は、ワイヤーハーネス６０Ｃは切り込み１０８
Ｂ内に収められて引き出される。
【００１７】
これにより、中継基板収納部８４の開口部８４Ａは遮蔽され、開口部８４からの雑音の侵
入が防止される。
マイクユニット５０は、以上のように構成された収音装置６０、マイクベース８０、マイ
クケース１００から組み立てられる。マイクユニット５０の組み立ては、まず、収音装置
６０のワイヤーハーネス６０Ｃをマイクベース８０の中継基板収納部８４の前面側から挿
入して後面側（開口部８４Ａ）から引き出し、中継基板６０Ｂをマイクベース８０の中継
基板収納部８４内に装着する。そして、次に、ワイヤーハーネス６０Ｃをマイクベース８
０の後部１０４の切り込み１０８Ｂに挿通させ、この後部１０４を中継基板収納部８４の
後面に嵌合させるとともに、マイクベース８０の前部１０２の凹部１０２Ａにマイクカプ
セル６０Ａを嵌装し、この前部１０２をマイクベース８０のフランジ部８２に嵌合させる
（図４参照）。
【００１８】
このように組み立てられたマイクユニット５０はビデオカメラキャビネットのマイクユニ
ット収納部２２に圧入される。このときの状態を示す断面図を図１０に示す。尚、図１０
は、部分によって断面の位置を適宜変えている。
同図に示すように、マイクユニット収納部２２内面にマイクケース１００の前部１０２を
マイクベース８０のフランジ部８２が押圧することによって、マイクユニット５０がマイ
クユニット収納部２２に装着される。これによると、マイクユニット収納部２２とマイク
ベース８０の間にはマイクケース１００が押圧されているため、ビデオカメラキャビネッ
トを伝わってきた雑音はマイクケース１００に吸収され、マイクベース８０まで伝わらな
い。従って、マイクユニット５０内部への雑音の侵入が防止される。
【００１９】
また、図３に示すようにビデオカメラキャビネットには外側からネット２０が爪２０Ａに
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よって固着されている。そして、このネット２０に一体形成されたアース板２０Ａが突設
されている。マイクユニット５０がマイクユニット収納部２２に装着されると、アース板
２０Ａが、マイクユニット５０前面のアース穴１０２Ｂから挿入されて、マイクユニット
５０内部のアースバネ６２に接触する。
【００２０】
図１１は、マイクユニット５０がマイクユニット収納部２２に装着されているときにアー
ス板２０Ａが通る位置の断面図である。同図に示すように、ネット２０から突設されたア
ース板２０Ａが、マイクケース１００の前部１０２に穿設されたアース穴１０２Ｂから内
部に挿入され、中継基板６０Ｂに固着されたアースバネ６２に接触している。これにより
、中継基板６０Ｂがアースされる。
【００２１】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係るマイクユニットによれば、前面に開口が形成されたマイ
クベースの前面及び周面を、マイクカプセルが埋設されるとともにこのマイクカプセルの
受音面が臨む孔が穿設された凹部が形成されたマイクケースで覆うようにしたため、マイ
クユニットをビデオカメラ等のキャビネットに装着した場合に、キャビネットとマイクベ
ースとの間に押圧された弾性部材のマイクケースによって、マイクユニットをキャビネッ
トに装着する際に、特に防振ゴムや遮音壁等を設けなくても、キャビネットから伝達され
る雑音を遮音することができるようになる。また、これにより、マイクユニットの組み立
て作業における組み立て部品数、組み立て作業工数が削減され、低コスト化が図れるよう
になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明に係るマイクユニットが適用されるビデオカメラの一実施例を示し
た斜視図である。
【図２】図２は収音部を後面側から見たときの斜視図である。
【図３】図３はマイクユニットを収音部から取り外したときのマイクユニットとマイクユ
ニット収納部の構造を示した斜視図である。
【図４】図４はマイクユニットの分解図である。
【図５】図５は収音装置の構成図である。
【図６】図６はマイクベースの前面側を示した構成図である。
【図７】図７はマイクベースの後面側を示した構成図である。
【図８】図８はマイクケースの前面側を示した構成図である。
【図９】図９はマイクケースの後面側を示した構成図である。
【図１０】図１０はマイクユニットがビデオカメラキャビネットに装着されたときの状態
を示す断面図である。
【図１１】図１１はマイクユニットがビデオカメラキャビネットに装着されたときにアー
ス板２０Ａが通る位置の断面図である。
【符号の説明】
１８…収音部
２０…ネット
２０Ａ…アース板
２２…マイクユニット収納部
２４…ピン
５０…マイクユニット
６０…収音装置
６０Ａ…マイクカプセル
６０Ｂ…中継基板
６０Ｃ…ワイヤーハーネス
６０Ｄ…接続端子
６２…アースバネ
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８０…マイクベース
８２…フランジ
８４…中継基板収納部
８７…ピン穴
８８…固定台
１００…マイクケース
１０２…前部
１０２Ａ…孔
１０２Ｂ…アース穴
１０２Ｃ…凹部
１０４…後部
１０６…中継部
１０８Ａ、Ｂ…切り込み
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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